
 

○ 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ）                      （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現    行 

目 次 

第 一 章 （ 略 ） 

第 二 章 無 線 局 

第 一 節 通 則 （ 第 五 条 ― 第 二 十 条 の 三 ） 

第 二 節 周 波 数 割 当 計 画 の 公 開 （ 第 二 十 一 条 ） 

第 三 節 安 全 施 設 （ 第 二 十 一 条 の 二 ― 第 二 十 七 条 ） 

第 四 節 船 舶 局 、 航 空 機 局 等 の 特 則 （ 第 二 十 八 条 ― 第 三 十 一 条

の 三 ） 

第 四 節 の 二 地 球 局 、 人 工 衛 星 局 等 の 特 則 （ 第 三 十 二 条 ― 第 三

十 二 条 の 九 ） 

第 四 節 の 三 無 線 設 備 の 技 術 基 準 の 策 定 等 の 申 出 の 手 続 （ 第 三

十 二 条 の 九 の 二 ） 

第 五 節 無 線 従 事 者 （ 第 三 十 二 条 の 十 ― 第 三 十 六 条 ） 

第 六 節 目 的 外 通 信 等 （ 第 三 十 六 条 の 二 ・ 第 三 十 七 条 ） 

第 七 節 業 務 書 類 等 （ 第 三 十 八 条 ― 第 四 十 三 条 の 六 ） 

第 三 章 （ 略 ） 

第 四 章 （ 略 ） 

附 則 
目 次 

第 一 章 （ 同 上 ） 

第 二 章 （ 同 上 ） 

第 一 節 （ 同 上 ） 

第 二 節 （ 同 上 ） 

第 三 節 （ 同 上 ） 

第 四 節 （ 同 上 ） 

 

第 四 節 の 二 地 球 局 、 人 工 衛 星 局 等 の 特 則 （ 第 三 十 二 条 ― 第 三

十 二 条 の 九 ） 

 

 

第 五 節 （ 同 上 ） 

第 六 節 （ 同 上 ） 

第 七 節 （ 同 上 ） 

第 三 章 （ 同 上 ） 

第 四 章 （ 同 上 ） 

附 則 

  

 （ 開 設 計 画 の 認 定 の 有 効 期 間 ） 

第 九 条 の 二 法 第 二 十 七 条 の 十 三 第 六 項 に 規 定 す る 開 設 計 画 の 認 定

の 有 効 期 間 は 、 当 該 認 定 の 日 か ら 起 算 し て 五 年 と す る 。 

 （ 開 設 計 画 の 認 定 の 有 効 期 間 ） 

第 九 条 の 二 法 第 二 十 七 条 の 十 三 第 六 項 に 規 定 す る 開 設 計 画 の 認 定

の 有 効 期 間 は 、 当 該 認 定 の 日 か ら 起 算 し て 五 年 と す る 。 た だ し 、

設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 二 及 び 第 四 十 九 条 の 六 の 三 に お い て そ



 

の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る も の で 、 割 当 可 能 周 波 数 帯 が

一 、 五 一 三 Ｍ Ｈ ｚ を 超 え 一 、 五 一 六 Ｍ Ｈ ｚ 以 下 で あ り 、 か つ 、 特

定 基 地 局 の 設 置 さ れ る 範 囲 が 四 未 満 の 都 道 府 県 の 場 合 の 開 設 計 画

の 認 定 の 有 効 期 間 は 、 当 該 認 定 の 日 か ら 起 算 し て 三 年 と す る 。 

  

 （ 特 定 無 線 局 の 対 象 と す る 無 線 局 ） 

第 十 五 条 の 二 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局

は 、 次 の と お り と す る 。 

 （ 特 定 無 線 局 の 対 象 と す る 無 線 局 ） 

第 十 五 条 の 二 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次

の と お り と す る 。 

一 ～ 九 （ 略 ） 一 ～ 九 （ 同 上 ） 

２ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 屋 内 そ

の 他 他 の 無 線 局 の 運 用 を 阻 害 す る よ う な 混 信 そ の 他 の 妨 害 を 与 え

る お そ れ が な い 場 所 に 設 置 す る 基 地 局 と す る 。 

 

  

 （ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 五 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規

格 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ

る も の と す る 。 

 （ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 五 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規

格 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ

る も の と す る 。 

一 ～ 九 （ 略 ） 一 ～ 九 （ 同 上 ） 

十 前 条 第 二 項 に 規 定 す る 基 地 局  

(1
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る

技 術 基 準 

(2
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 及 び 第 五 項 に 規 定 す る

技 術 基 準 

(3
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る

技 術 基 準 

(4
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一 項 及 び 第 五 項 に 規 定 す る
 



 

技 術 基 準 

(5
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る

技 術 基 準 

(6
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第 五 項 に 規 定 す る

技 術 基 準 

(7
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る

技 術 基 準 

(8
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項 及 び 第 五 項 に 規 定 す る

技 術 基 準 

(9
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 八 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び

第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 （ 送 信 バ ー ス ト 長 が 五 ミ リ 秒 の

も の に 限 る 。 ） 

(1
0)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 八 第 一 項 、 第 二 項 、 第 六 項 及 び

第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 （ 送 信 バ ー ス ト 長 が 五 ミ リ 秒 の も

の に 限 る 。 ） 

(1
1)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び

第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(1
2)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 第 一 項 、 第 二 項 、 第 六 項 及 び

第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

  

 （ 特 定 無 線 局 の 開 設 等 の 届 出 期 間 ） 

第 十 五 条 の 四 法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 期 間 は

、 十 五 日 と す る 。 

 

  

第 四 節 の 三 無 線 設 備 の 技 術 基 準 の 策 定 等 の 申 出 の 手 続  

  



 

 （ 無 線 設 備 の 技 術 基 準 の 策 定 等 の 申 出 の 手 続 ） 
第 三 十 二 条 の 九 の 二 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 出 は

、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 表 第 二 号 の 六 の 様 式 の 申 出 書 に 、

原 案 を 添 え て 、 総 務 大 臣 に 提 出 す る こ と に よ つ て 行 わ な け れ ば な

ら な い 。 

一 申 出 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の

代 表 者 の 氏 名 

二 技 術 基 準 の 策 定 又 は 変 更 の 申 出 の 別 

三 策 定 す べ き 技 術 基 準 の 概 要 又 は 行 う べ き 技 術 基 準 の 変 更 の 概

要 

四 申 出 に 係 る 技 術 基 準 を 策 定 し 、 又 は 変 更 す べ き 理 由 

五 申 出 に 係 る 技 術 基 準 の 原 案 に 適 合 す る 無 線 設 備 が 他 の 無 線 局

に 混 信 そ の 他 の 妨 害 を 与 え な い こ と に つ い て の 試 験 の 結 果 そ の

他 の 原 案 の 妥 当 性 の 評 価 に 資 す る 事 項 

六 申 出 人 が 従 事 し て い る 事 業 の 種 類 及 び そ の 内 容 （ 申 出 人 が 法

人 又 は 団 体 で あ る と き は 、 そ の 法 人 又 は 団 体 の 目 的 及 び 事 業 の

内 容 ） 

 
２ 総 務 大 臣 は 、 申 出 の 審 査 に 際 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

申 出 人 に 出 頭 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。 

 

 

 （ 簡 易 な 操 作 ） 

第 三 十 三 条 法 第 三 十 九 条 第 一 項 本 文 の 総 務 省 令 で 定 め る 簡 易 な 操

作 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 第 三 十 四 条 の 二 各 号 に 掲 げ る

無 線 設 備 の 操 作 を 除 く 。 

 （ 簡 易 な 操 作 ） 
第 三 十 三 条 （ 同 上 ） 

一 ～ 五 （ 略 ） 一 ～ 五 （ 同 上 ） 

六 次 に 掲 げ る 無 線 局 （ 適 合 表 示 無 線 設 備 の み を 使 用 す る も の に 六 （ 同 上 ） 



 

限 る 。 ） の 無 線 設 備 の 外 部 の 転 換 装 置 で 電 波 の 質 に 影 響 を 及 ぼ

さ な い も の の 技 術 操 作 
(1

)

 基 地 局 （ 第 十 五 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る も の で あ つ て 、 設

備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 四 十 九 条 の

六 の 四 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第

四 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 四 十 九 条 の

二 十 八 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び 第 七 項 又 は 第 四 十 九 条 の

二 十 九 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基

準 に 適 合 す る 無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 二 十 八 第 一 項 、 第 二 項

、 第 五 項 及 び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 適 合 す る も の に あ

つ て は 、 送 信 バ ー ス ト 長 が 五 ミ リ 秒 の も の に 限 る 。 ） を 使 用

す る も の に 限 る 。 以 下 「 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 」 と い う 。 ） 

(1
)

 基 地 局 （ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 及 び 第 四 項 、

第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一 項 及 び 第 四 項 又 は 第 四 十 九 条 の 六 の

五 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 適 合 す る 無 線 設 備

を 使 用 す る も の で あ つ て 、 屋 内 そ の 他 他 の 無 線 局 の 運 用 を 阻

害 す る よ う な 混 信 そ の 他 の 妨 害 を 与 え る お そ れ が な い 場 所 に

設 置 す る も の に 限 る 。 以 下 「 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 」 と い う 。

）  

(2
)

～ (5
)

 （ 略 ）  (2
)

～ (5
)

 （ 同 上 ）  

七 ・ 八 （ 略 ） 七 ・ 八 （ 同 上 ） 

  

（ 時 計 、 業 務 書 類 等 の 省 略 ） 

第 三 十 八 条 の 二 法 第 六 十 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、 時 計 、 無 線 業

務 日 誌 及 び 前 条 に 規 定 す る 書 類 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 、 そ の 備

付 け を 省 略 で き る 無 線 局 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 。 

（ 時 計 、 業 務 書 類 等 の 省 略 ） 

第 三 十 八 条 の 二 法 第 六 十 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、 時 計 、 無 線 検

査 簿 、 無 線 業 務 日 誌 及 び 前 条 に 規 定 す る 書 類 の 全 部 又 は 一 部 に つ

い て 、 そ の 備 付 け を 省 略 で き る 無 線 局 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す

る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 登 録 局 に あ つ て は 、 時 計 及 び 無 線 業

務 日 誌 の 備 付 け を 省 略 す る こ と が で き る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 登 録 局 に あ つ て は 、 時 計 、 無 線 検 査

簿 及 び 無 線 業 務 日 誌 の 備 付 け を 省 略 す る こ と が で き る 。 

  

第 三 十 八 条 の 三 法 第 六 十 条 の 規 定 に よ り 無 線 局 に 備 え 付 け な け れ

ば な ら な い 無 線 業 務 日 誌 又 は 第 三 十 八 条 に 規 定 す る 書 類 で あ つ て

、 当 該 無 線 局 に 備 え 付 け て お く こ と が 困 難 で あ る か 又 は 不 合 理 で

第 三 十 八 条 の 三 法 第 六 十 条 の 規 定 に よ り 無 線 局 に 備 え 付 け な け れ

ば な ら な い 無 線 検 査 簿 、 無 線 業 務 日 誌 又 は 第 三 十 八 条 に 規 定 す る

書 類 で あ つ て 、 当 該 無 線 局 に 備 え 付 け て お く こ と が 困 難 で あ る か



 

あ る も の に つ い て は 、 総 務 大 臣 が 別 に 指 定 す る 場 所 （ 登 録 局 に あ

つ て は 、 登 録 人 の 住 所 ） に 備 え 付 け て お く こ と が で き る 。 

又 は 不 合 理 で あ る も の に つ い て は 、 総 務 大 臣 が 別 に 指 定 す る 場 所

（ 登 録 局 に あ つ て は 、 登 録 人 の 住 所 ） に 備 え 付 け て お く こ と が で

き る 。 

２ （ 略 ） ２ （ 同 上 ） 

３ 前 項 の 規 定 は 、 二 以 上 の 無 線 局 が 無 線 設 備 を 共 用 し て い る 場 合

の 当 該 無 線 局 に 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 時 計 、 無 線 業 務 日 誌 又

は 第 三 十 八 条 に 規 定 す る 書 類 （ 次 項 に お い て 「 時 計 等 」 と い う 。

） に つ い て 準 用 す る 。 

３ 前 項 の 規 定 は 、 二 以 上 の 無 線 局 が 無 線 設 備 を 共 用 し て い る 場 合

の 当 該 無 線 局 に 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 時 計 、 無 線 検 査 簿 、 無

線 業 務 日 誌 又 は 第 三 十 八 条 に 規 定 す る 書 類 （ 次 項 に お い て 「 時 計

等 」 と い う 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 

４ ・ ５ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 同 上 ） 

  

（ 無 線 局 検 査 結 果 通 知 書 等 ） （ 無 線 検 査 簿 等 ） 

第 三 十 九 条 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 十 条 第 一 項 、 法 第

十 八 条 第 一 項 又 は 法 第 七 十 三 条 第 一 項 本 文 、 同 項 た だ し 書 、 第 四

項 若 し く は 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 を 行 い 又 は そ の 職 員 に 行 わ せ

た と き （ 法 第 十 条 第 二 項 、 法 第 十 八 条 第 二 項 又 は 法 第 七 十 三 条 第

三 項 の 規 定 に よ り 検 査 の 一 部 を 省 略 し た と き を 含 む 。 ） は 、 当 該

検 査 の 結 果 に 関 す る 事 項 を 別 表 第 四 号 に 定 め る 様 式 の 無 線 局 検 査

結 果 通 知 書 に よ り 免 許 人 等 又 は 予 備 免 許 を 受 け た 者 に 通 知 す る も

の と す る 。 

第 三 十 九 条 法 第 六 十 条 に 規 定 す る 無 線 検 査 簿 の 様 式 は 、 別 表 第 四

号 の と お り と す る 。 

２ 免 許 人 等 は 、 検 査 の 結 果 に つ い て 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 か

ら 指 示 を 受 け 相 当 な 措 置 を し た と き は 、 速 や か に そ の 措 置 の 内 容

を 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

 

２ 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 十 条 第 二 項 若 し く は 法 第 十

八 条 第 二 項 若 し く は 法 第 七 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 検 査 の 一 部

を 省 略 し て 検 査 を 行 つ た と き 、 同 条 第 一 項 た だ し 書 若 し く は 同 条

第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 を 行 つ た と き 、 又 は 第 三 十 八 条 の 二 の 規

定 に よ り 無 線 検 査 簿 の 備 付 け を 省 略 し た 無 線 局 の 検 査 を 行 い 若 し

く は そ の 職 員 に 行 わ せ た と き は 、 当 該 検 査 の 結 果 に 関 す る 事 項 を

別 表 第 四 号 の 二 に 定 め る 様 式 の 無 線 局 検 査 結 果 通 知 書 に よ り 免 許



 

人 等 又 は 予 備 免 許 を 受 け た 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

 ３ 免 許 人 等 は 、 検 査 の 結 果 に つ い て 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 か

ら 指 示 を 受 け 相 当 な 措 置 を し た と き は 、 そ の 措 置 の 内 容 を 無 線 検

査 簿 又 は 前 項 に 規 定 す る 文 書 の 記 載 欄 に 記 載 す る と と も に 総 務 大

臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

 ４ 免 許 人 は 、 無 線 検 査 簿 （ 第 二 項 に 規 定 す る 文 書 を は り 付 け た も

の を 含 む 。 ） に 記 載 さ れ て い る 事 項 に つ い て 、 ス キ ャ ナ （ こ れ に

準 ず る 画 像 読 取 装 置 を 含 む 。 ） に よ り 読 み 取 つ て で き た 電 磁 的 記

録 を 当 該 免 許 人 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル 又

は 磁 気 デ ィ ス ク （ こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記

録 し て お く こ と が で き る も の を 含 む 。 ） を も つ て 調 製 す る フ ァ イ

ル を 備 え 付 け る こ と に よ り 、 当 該 無 線 検 査 簿 の 備 付 け に 代 え る こ

と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 免 許 人 は 、 当 該 記 録 を 必 要

に 応 じ 直 ち に 表 示 す る こ と が で き る 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 を 備

え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 。 

 ５ 現 に 免 許 を 受 け て い る 無 線 局 を 廃 止 し た う え 当 該 無 線 局 の 無 線

設 備 を そ の ま ま 継 続 使 用 す る こ と と し て 免 許 を 受 け た 無 線 局 で あ

つ て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 及 び 再 免 許 を 受 け た 無 線 局 は 、

従 前 の 無 線 局 の 無 線 検 査 簿 を そ の ま ま 継 続 し て 使 用 す る も の と す

る 。 

  

 （ 人 工 衛 星 局 の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 の 変 更 命 令 を 受 け た 免 許 人 の

報 告 ） 

 （ 報 告 ） 

第 四 十 二 条 （ 略 ） 第 四 十 二 条 （ 同 上 ） 

  

 （ 電 波 の 発 射 の 防 止 ）  



 

第 四 十 二 条 の 二 法 第 七 十 八 条 の 総 務 省 令 で 定 め る 電 波 の 発 射 を 防

止 す る た め に 必 要 な 措 置 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 無 線 局 の 無 線

設 備 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。

た だ し 、 当 該 無 線 設 備 の う ち 、 設 置 場 所 （ 移 動 す る 無 線 局 に あ つ

て は 、 移 動 範 囲 又 は 常 置 場 所 ） 、 利 用 方 法 そ の 他 の 事 情 に よ り 当

該 措 置 を 行 う こ と が 困 難 な も の で あ つ て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る

も の に つ い て は 、 同 表 の 下 段 に 掲 げ る 措 置 に 代 え 、 別 に 告 示 す る

措 置 に よ る こ と が で き る 。 

無 線 設 備 必 要 な 措 置 

一 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線

標 識 、 捜 索 救 助 用 レ ー ダ ー

ト ラ ン ス ポ ン ダ 、 捜 索 救 助

用 位 置 指 示 送 信 装 置 、 設 備

規 則 第 四 十 五 条 の 三 の 五 に

規 定 す る 無 線 設 備 、 航 空 機

用 救 命 無 線 機 及 び 航 空 機 用

携 帯 無 線 機 

電 池 を 取 り 外 す こ と 。 

二 放 送 局 及 び 固 定 局 の 無 線

設 備 

空 中 線 を 撤 去 す る こ と （ 空 中

線 を 撤 去 す る こ と が 困 難 な 場

合 に あ つ て は 、 送 信 機 、 給 電

線 又 は 電 源 設 備 を 撤 去 す る こ

と 。 ） 。 

三 人 工 衛 星 局 そ の 他 の 宇 宙

局 （ 宇 宙 物 体 に 開 設 す る 実

験 試 験 局 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） の 無 線 設 備 

当 該 無 線 設 備 に 対 す る 遠 隔 指

令 の 送 信 が で き な い よ う 措 置

を 講 じ る こ と 。 



 

四 特 定 無 線 局 （ 法 第 二 十 七

条 の 二 第 一 号 に 掲 げ る 無 線

局 に 係 る も の に 限 る 。 ） の

無 線 設 備 

空 中 線 を 撤 去 す る こ と 又 は 当

該 特 定 無 線 局 の 通 信 の 相 手 方

で あ る 無 線 局 の 無 線 設 備 か ら

当 該 通 信 に 係 る 空 中 線 若 し く

は 変 調 部 を 撤 去 す る こ と 。 

五 そ の 他 の 無 線 設 備 空 中 線 を 撤 去 す る こ と 。 
 

  

 （ 報 告 ）  

第 四 十 二 条 の 三 （ 略 ） 第 四 十 二 条 の 二 （ 同 上 ） 

  

第 四 十 三 条 （ 略 ） 第 四 十 三 条 （ 同 上 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 同 上 ） 

３ 移 動 す る 無 線 局 （ 前 二 項 に 規 定 す る 無 線 局 を 除 く 。 ） の 免 許 人

又 は 特 定 無 線 局 の 包 括 免 許 人 は 、 そ の 住 所 （ 宇 宙 局 及 び 包 括 免 許

に 係 る 特 定 無 線 局 で あ つ て 、 そ の 通 信 の 相 手 方 が 人 工 衛 星 局 で あ

る も の の 場 合 に 限 る 。 ） 又 は そ の 局 の 無 線 設 備 の 常 置 場 所 若 し く

は そ の 局 の 包 括 免 許 に 係 る 手 続 を 行 う 包 括 免 許 人 の 事 務 所 の 所 在

地 を 変 更 し た と き は 、 で き る 限 り 速 や か に 、 そ の 旨 を 文 書 に よ つ

て 、 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

３ 移 動 す る 無 線 局 （ 前 二 項 に 規 定 す る 無 線 局 を 除 く 。 ） の 免 許 人

は 、 そ の 住 所 （ 宇 宙 局 （ 宇 宙 物 体 に 開 設 す る 実 験 試 験 局 を 含 む 。

以 下 同 じ 。 ） 及 び 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 で あ つ て 、 そ の 通 信

の 相 手 方 が 人 工 衛 星 局 で あ る も の の 場 合 に 限 る 。 ） 又 は そ の 局 の

無 線 設 備 の 常 置 場 所 若 し く は そ の 局 の 包 括 免 許 に 係 る 手 続 を 行 う

包 括 免 許 人 の 事 務 所 の 所 在 地 を 変 更 し た と き は 、 で き る 限 り 速 や

か に 、 そ の 旨 を 文 書 に よ つ て 、 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。 

４ （ 略 ） ４ （ 同 上 ） 

  

 （ 準 用 規 定 ） 

第 四 十 五 条 の 二 の 二 第 三 十 二 条 の 九 の 二 の 規 定 は 、 法 第 百 条 第 五

項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 出 に

つ い て 準 用 す る 。 

 



 

  

 （ 手 数 料 を 納 付 す る 場 合 の 特 例 ） 

第 五 十 一 条 の 九 の 二 手 数 料 令 第 二 十 一 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め

る 場 合 は 、 電 子 申 請 等 に よ り 次 の 各 号 に 掲 げ る 申 請 等 を す る 場 合

と す る 。 

 （ 手 数 料 を 納 付 す る 場 合 の 特 例 ） 

第 五 十 一 条 の 九 の 二 （ 同 上 ） 

一 ～ 八 （ 略 ） 一 ～ 八 （ 同 上 ） 

九 法 第 三 十 八 条 の 四 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 二

の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 登 録 証 明 機 関 の 登 録 の 更 新 の 申 請 

九 法 第 三 十 八 条 の 四 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 二

第 二 項 の 規 定 に よ る 登 録 証 明 機 関 の 登 録 の 更 新 の 申 請 

十 ～ 十 六 （ 略 ） 十 ～ 十 六 （ 同 上 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 同 上 ） 

  

 （ 広 域 専 用 電 波 の 周 波 数 の 幅 ） 

第 五 十 一 条 の 九 の 十 （ 略 ） 

 （ 広 域 専 用 電 波 の 周 波 数 の 幅 ） 

第 五 十 一 条 の 九 の 十 （ 同 上 ） 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 設 備 規 則 又 は 周 波 数 割 当 計 画 に お い

て 移 動 し な い 無 線 局 の 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 に 応 じ て 移 動 す る 無

線 局 の 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 定 ま る こ と と さ れ て い る 場 合 に お

い て 、 当 該 移 動 し な い 無 線 局 及 び 当 該 移 動 す る 無 線 局 の 免 許 人 が

同 一 の 者 で あ る と き は 、 当 該 移 動 し な い 無 線 局 及 び 当 該 移 動 す る

無 線 局 の 使 用 す る 広 域 専 用 電 波 の 周 波 数 の 幅 は 、 次 に 掲 げ る 広 域

専 用 電 波 に 該 当 す る 指 定 周 波 数 ご と の 占 有 周 波 数 帯 を 合 わ せ た 周

波 数 帯 の 帯 域 幅 と す る 。 
２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 設 備 規 則 又 は 周 波 数 割 当 計 画 に お い

て 移 動 し な い 無 線 局 の 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 に 応 じ て 移 動 す る 無

線 局 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） の 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 定 ま る こ と と さ れ て い る 場 合 に

お い て 、 当 該 移 動 し な い 無 線 局 及 び 当 該 移 動 す る 無 線 局 の 免 許 人

が 同 一 の 者 で あ る と き は 、 当 該 移 動 し な い 無 線 局 及 び 当 該 移 動 す

る 無 線 局 の 使 用 す る 広 域 専 用 電 波 の 周 波 数 の 幅 は 、 次 に 掲 げ る 広

域 専 用 電 波 に 該 当 す る 指 定 周 波 数 ご と の 占 有 周 波 数 帯 を 合 わ せ た

周 波 数 帯 の 帯 域 幅 と す る 。 

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 同 上 ） 

３ （ 略 ） ３ （ 同 上 ） 

  



 

 （ 広 域 専 用 電 波 の 周 波 数 の 幅 の 算 定 に 用 い る 区 域 等 ） 
第 五 十 一 条 の 九 の 十 一 広 域 専 用 電 波 に 該 当 す る 指 定 周 波 数 の 電 波

を 使 用 す る 無 線 局 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 無 線 局 の 区 分 に

応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 移 動 範 囲 、 設 置 場 所 又 は 区 域 に

お い て 、 そ れ ぞ れ 当 該 無 線 局 に 係 る 指 定 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

も の と し て 前 条 及 び 法 第 百 三 条 の 二 第 二 項 の 規 定 を 適 用 す る 。 

 （ 広 域 専 用 電 波 の 周 波 数 の 幅 の 算 定 に 用 い る 区 域 等 ） 

第 五 十 一 条 の 九 の 十 一 （ 同 上 ） 
一 法 別 表 第 六 備 考 第 九 号 イ に 掲 げ る 無 線 局 （ 第 三 号 及 び 第 四 号

に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 当 該 無 線 局 の 移 動 範 囲 

一 法 別 表 第 六 備 考 第 九 号 イ に 掲 げ る 無 線 局 当 該 無 線 局 の 移 動

範 囲 

二 法 別 表 第 六 備 考 第 九 号 ロ 及 び ハ に 掲 げ る 無 線 局 （ 第 五 号 に 掲

げ る も の を 除 く 。 ） 当 該 無 線 局 の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 

二 法 別 表 第 六 備 考 第 九 号 ロ 及 び ハ に 掲 げ る 無 線 局 当 該 無 線 局

の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 

三 法 別 表 第 六 備 考 第 九 号 ニ に 掲 げ る 無 線 局 及 び 包 括 免 許 に 係 る

特 定 無 線 局 （ 次 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 全 国 の

区 域 

三 法 別 表 第 六 備 考 第 九 号 ニ に 掲 げ る 無 線 局 及 び 包 括 免 許 に 係 る

特 定 無 線 局 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 全 国 の 区 域 

四 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 に 掲 げ

る 無 線 局 に 係 る も の に 限 る 。 ） で あ つ て 、 包 括 免 許 人 が 開 設 す

る 第 二 号 又 は 次 号 に 掲 げ る 無 線 局 を 通 信 の 相 手 方 と す る も の 

当 該 特 定 無 線 局 の 送 信 の 制 御 を 行 う 主 た る 無 線 局 の 無 線 設 備 の

設 置 場 所 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 長 の 管 轄 区 域 （ 当 該 包 括 免 許 に

お い て 指 定 周 波 数 を 使 用 す る 区 域 に 関 す る 条 件 が 付 与 さ れ て い

る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 区 域 ） 

四 包 括 免 許 人 が 開 設 す る 第 二 号 に 掲 げ る 無 線 局 を 通 信 の 相 手 方

と す る 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 当 該 特 定 無 線 局 の 送 信 の 制

御 を 行 う 主 た る 無 線 局 の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 を 管 轄 す る 総 合 通

信 局 長 の 管 轄 区 域 （ 当 該 包 括 免 許 に お い て 指 定 周 波 数 を 使 用 す

る 区 域 に 関 す る 条 件 が 付 与 さ れ て い る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 区

域 ） 

五 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 二 号 に 掲 げ

る 無 線 局 に 係 る も の に 限 る 。 ） 当 該 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の

設 置 場 所 と す る こ と が で き る 区 域 

 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 広 域 専 用 電 波 に 該 当 す る 指 定 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る 法 別 表 第 六 備 考 第 九 号 イ 若 し く は ロ に 掲 げ る 無

線 局 又 は 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の も

２ （ 同 上 ） 



 

の で あ る と き は 、 当 該 各 号 に 定 め る 区 域 又 は 設 置 場 所 に お い て 、

当 該 無 線 局 又 は 当 該 特 定 無 線 局 に 係 る 指 定 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る も の と し て 前 条 及 び 法 第 百 三 条 の 二 第 二 項 の 規 定 を 適 用 す る 。 

一 法 別 表 第 六 備 考 第 九 号 イ に 掲 げ る 無 線 局 及 び 包 括 免 許 に 係 る

特 定 無 線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係 る も

の に 限 る 。 ） が 指 定 周 波 数 を 同 じ く す る も の で あ る 場 合 （ 当 該

無 線 局 及 び 当 該 特 定 無 線 局 の 免 許 人 が 同 一 の 者 で あ る 場 合 に 限

る 。 ） 前 項 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 無 線 局 に 係 る 指 定 周 波 数 の

電 波 を 使 用 す る も の と さ れ る 区 域 

一 法 別 表 第 六 備 考 第 九 号 イ に 掲 げ る 無 線 局 及 び 包 括 免 許 に 係 る

特 定 無 線 局 （ 当 該 無 線 局 及 び 当 該 特 定 無 線 局 の 免 許 人 が 同 一 の

者 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） が 指 定 周 波 数 を 同 じ く す る も の で あ る

場 合 前 項 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 無 線 局 に 係 る 指 定 周 波 数 の 電

波 を 使 用 す る も の と さ れ る 区 域 

二 （ 略 ） 二 （ 同 上 ） 

  

 （ 二 年 以 内 に 廃 止 す る こ と に つ い て 総 務 大 臣 の 確 認 を 受 け た 無 線

局 ） 

第 五 十 一 条 の 十 の 五 法 第 百 三 条 の 二 第 十 三 項 第 三 号 の 総 務 大 臣 の

確 認 を 受 け た 無 線 局 と は 、 法 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 無 線 局 の 廃

止 の 届 出 が 行 わ れ た 無 線 局 で あ つ て 免 許 規 則 第 二 十 四 条 の 四 第 二

号 に 規 定 す る 廃 止 す る 年 月 日 が 当 該 届 出 を 受 理 し た 日 以 後 最 初 に

到 来 す る 応 当 日 か ら 始 ま る 二 年 の 期 間 内 で あ る も の と す る 。 た だ

し 、 再 免 許 の 申 請 を し よ う と す る 免 許 人 が 次 項 の 規 定 に よ る 申 出

を し た と き は 、 当 該 申 出 に お い て 当 該 免 許 人 が 希 望 す る 再 免 許 の

有 効 期 間 の 満 了 の 日 が 当 該 申 出 を 受 け た 日 以 後 最 初 に 到 来 す る 応

当 日 又 は 当 該 無 線 局 の 免 許 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 始 ま

る 二 年 の 期 間 内 で あ る 無 線 局 と す る 。 

２ ～ ５ （ 略 ） 

 （ 二 年 以 内 に 廃 止 す る こ と に つ い て 総 務 大 臣 の 確 認 を 受 け た 無 線

局 ） 

第 五 十 一 条 の 十 の 五 法 第 百 三 条 の 二 第 十 三 項 第 三 号 の 総 務 大 臣 の

確 認 を 受 け た 無 線 局 と は 、 法 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 無 線 局 の 廃

止 の 届 出 が 行 わ れ た 無 線 局 で あ つ て 免 許 規 則 第 二 十 四 条 の 三 第 二

号 に 規 定 す る 廃 止 す る 年 月 日 が 当 該 届 出 を 受 理 し た 日 以 後 最 初 に

到 来 す る 応 当 日 か ら 始 ま る 二 年 の 期 間 内 で あ る も の と す る 。 た だ

し 、 再 免 許 の 申 請 を し よ う と す る 免 許 人 が 次 項 の 規 定 に よ る 申 出

を し た と き は 、 当 該 申 出 に お い て 当 該 免 許 人 が 希 望 す る 再 免 許 の

有 効 期 間 の 満 了 の 日 が 当 該 申 出 を 受 け た 日 以 後 最 初 に 到 来 す る 応

当 日 又 は 当 該 無 線 局 の 免 許 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 始 ま

る 二 年 の 期 間 内 で あ る 無 線 局 と す る 。 

２ ～ ５ （ 同 上 ） 

  



 

 （ 予 納 の 申 出 ） 
第 五 十 一 条 の 十 一 の 二 表 示 者 （ 法 第 百 三 条 の 二 第 十 一 項 の 表 示 者

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 法 第 百 三 条 の 二 第 十 七 項 の 承 認 を 受 け

よ う と す る と き は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総

合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 予 納 の 申 出 ） 

第 五 十 一 条 の 十 一 の 二 表 示 者 は 、 法 第 百 三 条 の 二 第 十 七 項 の 承 認

を 受 け よ う と す る と き は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請

書 を 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 ～ 六 （ 略 ） 一 ～ 六 （ 同 上 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 同 上 ） 

  

 （ 口 座 振 替 の 申 出 等 ） 

第 五 十 一 条 の 十 一 の 二 の 五 免 許 人 等 は 、 免 許 人 等 所 属 の 無 線 局 に

係 る 電 波 利 用 料 を 法 第 百 三 条 の 二 第 二 十 項 に 規 定 す る 方 法 （ 以 下

「 口 座 振 替 」 と い う 。 ） に よ り 納 付 し よ う と す る と き （ 再 免 許 又

は 再 登 録 を 受 け よ う と す る 場 合 で あ つ て 、 当 該 無 線 局 が 再 免 許 又

は 再 登 録 を 受 け た 場 合 に お い て 当 該 無 線 局 に 係 る 電 波 利 用 料 を 口

座 振 替 に よ り 納 付 し よ う と す る と き を 含 む 。 ） は 、 当 該 電 波 利 用

料 の 納 期 限 と な る 日 か ら 三 十 日 前 （ 法 第 百 三 条 の 二 第 二 項 前 段 に

規 定 す る 電 波 利 用 料 に あ つ て は 、 九 月 三 十 日 ） ま で に 、 別 表 第 十

三 号 の 様 式 （ 広 域 専 用 電 波 に 係 る 電 波 利 用 料 に あ つ て は 、 別 表 第

十 三 号 の 二 の 様 式 ） の 申 出 書 を 提 出 す る こ と に よ つ て 、 そ の 旨 を

総 合 通 信 局 長 に 申 し 出 る も の と す る 。 

 （ 口 座 振 替 の 申 出 等 ） 

第 五 十 一 条 の 十 一 の 二 の 五 免 許 人 等 は 、 免 許 人 等 所 属 の 無 線 局 に

係 る 電 波 利 用 料 を 法 第 百 三 条 の 二 第 二 十 項 に 規 定 す る 方 法 （ 以 下

「 口 座 振 替 」 と い う 。 ） に よ り 納 付 し よ う と す る と き （ 再 免 許 又

は 再 登 録 を 受 け よ う と す る 場 合 で あ つ て 、 当 該 無 線 局 が 再 免 許 又

は 再 登 録 を 受 け た 場 合 に お い て 当 該 無 線 局 に 係 る 電 波 利 用 料 を 口

座 振 替 に よ り 納 付 し よ う と す る と き を 含 む 。 ） は 、 口 座 振 替 に よ

る 納 付 を 希 望 す る 電 波 利 用 料 に 係 る 起 算 日 （ 法 第 百 三 条 の 二 第 一

項 の 起 算 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 前 日 （ 包 括 免 許 等 （ 法 第 百 三

条 の 二 第 五 項 に 規 定 す る 包 括 免 許 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 場 合

に あ つ て は 、 法 第 百 三 条 の 二 第 五 項 又 は 第 六 項 の 届 出 を 行 う 日 ）

ま で に 、 別 表 第 十 三 号 の 様 式 の 申 出 書 を 提 出 す る こ と に よ つ て 、

そ の 旨 を 総 合 通 信 局 長 に 申 し 出 る も の と す る 。 

 ２ 免 許 人 は 、 広 域 専 用 電 波 に 係 る 電 波 利 用 料 を 口 座 振 替 に よ り 納

付 し よ う と す る と き は 、 口 座 振 替 に よ る 納 付 を 希 望 す る 広 域 専 用

電 波 に 係 る 電 波 利 用 料 に つ い て 、 九 月 三 十 日 ま で （ 法 第 百 三 条 の

二 第 二 項 前 段 に 規 定 す る 電 波 利 用 料 の 場 合 に 限 る 。 ） 又 は 広 域 専

用 電 波 を 最 初 に 使 用 す る 無 線 局 の 免 許 の 日 に 、 別 表 第 十 三 号 の 二



 

の 様 式 の 申 出 書 を 提 出 す る こ と に よ つ て 、 そ の 旨 を 総 合 通 信 局 長

に 申 し 出 る も の と す る 。 

２ 無 線 局 の 免 許 等 を 受 け よ う と す る 者 は 、 免 許 等 を 受 け た 場 合 に

お い て 当 該 無 線 局 に 係 る 電 波 利 用 料 を 口 座 振 替 に よ り 納 付 し よ う

と す る と き （ 既 に 無 線 局 の 免 許 等 を 受 け て い る 者 が 再 免 許 又 は 再

登 録 を 受 け よ う と す る 場 合 で あ つ て 、 当 該 無 線 局 が 再 免 許 又 は 再

登 録 を 受 け た 場 合 に お い て 当 該 無 線 局 に 係 る 電 波 利 用 料 を 口 座 振

替 に よ り 納 付 し よ う と す る と き を 除 く 。 ） は 、 当 該 免 許 等 の 申 請

に 併 せ て 、 別 表 第 十 四 号 の 様 式 （ 広 域 専 用 電 波 に 係 る 電 波 利 用 料

に あ つ て は 、 別 表 第 十 三 号 の 二 の 様 式 ） の 申 出 書 を 提 出 す る こ と

に よ つ て 、 そ の 旨 を 総 合 通 信 局 長 に 申 し 出 る も の と す る 。 

３ 無 線 局 の 免 許 等 を 受 け よ う と す る 者 は 、 免 許 等 を 受 け た 場 合 に

お い て 当 該 無 線 局 に 係 る 電 波 利 用 料 を 口 座 振 替 に よ り 納 付 し よ う

と す る と き （ 既 に 無 線 局 の 免 許 等 を 受 け て い る 者 が 再 免 許 又 は 再

登 録 を 受 け よ う と す る 場 合 で あ つ て 、 当 該 無 線 局 が 再 免 許 又 は 再

登 録 を 受 け た 場 合 に お い て 当 該 無 線 局 に 係 る 電 波 利 用 料 を 口 座 振

替 に よ り 納 付 し よ う と す る と き を 除 く 。 ） は 、 当 該 免 許 等 の 申 請

に 併 せ て 、 別 表 第 十 四 号 の 様 式 の 申 出 書 を 提 出 す る こ と に よ つ て

、 そ の 旨 を 総 合 通 信 局 長 に 申 し 出 る も の と す る 。 

３ 特 定 免 許 等 不 要 局 を 開 設 し た 者 又 は 表 示 者 は 、 そ の 開 設 し 又 は

表 示 を 付 し た 特 定 免 許 等 不 要 局 に 係 る 電 波 利 用 料 を 口 座 振 替 に よ

り 納 付 し よ う と す る と き は 、 法 第 百 三 条 の 二 第 十 項 又 は 第 十 一 項

の 届 出 を 行 う 日 ま で に 、 別 表 第 十 四 号 の 二 の 様 式 の 申 出 書 を 提 出

す る こ と に よ つ て 、 そ の 旨 を 総 合 通 信 局 長 に 申 し 出 る も の と す る

。 

 

４ 前 三 項 の 口 座 振 替 に よ る 納 付 を 希 望 す る 旨 の 申 出 （ 以 下 「 口 座

振 替 の 申 出 」 と い う 。 ） は 、 そ の 後 に 納 期 限 が 到 来 す る 電 波 利 用

料 （ 当 該 無 線 局 が 再 免 許 又 は 再 登 録 を 受 け た 場 合 に お け る 当 該 無

線 局 に 係 る 電 波 利 用 料 を 含 む 。 第 五 十 一 条 の 十 一 の 五 に お い て 同

じ 。 ） の 納 付 に つ い て の 口 座 振 替 の 申 出 と み な す 。 

４ 前 三 項 の 口 座 振 替 に よ る 納 付 を 希 望 す る 旨 の 申 出 （ 以 下 「 口 座

振 替 の 申 出 」 と い う 。 ） は 、 そ の 後 に 到 来 す る 起 算 日 又 は 十 月 一

日 （ 広 域 専 用 電 波 に 係 る 電 波 利 用 料 の 場 合 に 限 る 。 ） 以 後 の 期 間

（ 包 括 免 許 等 の 場 合 に あ つ て は 、 免 許 等 後 毎 年 到 来 す る そ の 包 括

免 許 等 の 日 に 応 当 す る 日 か ら 始 ま る 各 一 年 の 期 間 及 び 当 該 包 括 免

許 等 の 日 の 属 す る 月 の 翌 月 以 後 の 月 か ら 次 の 包 括 免 許 等 の 日 に 応

当 す る 日 の 属 す る 月 の 前 月 ま で の 期 間 。 第 五 十 一 条 の 十 一 の 五 に

お い て 同 じ 。 ） に 係 る 電 波 利 用 料 （ 当 該 無 線 局 が 再 免 許 又 は 再 登

録 を 受 け た 場 合 に お け る 当 該 無 線 局 に 係 る 電 波 利 用 料 を 含 む 。 第



 

五 十 一 条 の 十 一 の 五 に お い て 同 じ 。 ） の 納 付 に つ い て の 口 座 振 替

の 申 出 と み な す 。 

 ５ 第 一 項 及 び 前 項 の 規 定 は 、 特 定 免 許 等 不 要 局 を 開 設 し た 者 又 は

表 示 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 項 中 「 と き （

再 免 許 又 は 再 登 録 を 受 け よ う と す る 場 合 で あ つ て 、 当 該 無 線 局 が

再 免 許 又 は 再 登 録 を 受 け た 場 合 に お い て 当 該 無 線 局 に 係 る 電 波 利

用 料 を 口 座 振 替 に よ り 納 付 し よ う と す る と き を 含 む 。 ） 」 と あ る

の は 「 と き 」 と 、 「 口 座 振 替 に よ る 納 付 を 希 望 す る 電 波 利 用 料 に

係 る 起 算 日 （ 法 第 百 三 条 の 二 第 一 項 の 起 算 日 を い う 。 以 下 同 じ 。

） の 前 日 （ 包 括 免 許 等 の 場 合 に あ つ て は 、 法 第 百 三 条 の 二 第 五 項

又 は 第 六 項 の 届 出 を 行 う 日 ） 」 と あ る の は 「 法 第 百 三 条 の 二 第 十

項 又 は 第 十 一 項 の 届 出 を 行 う 日 」 と 、 「 別 表 第 十 三 号 」 と あ る の

は 「 別 表 第 十 四 号 の 二 」 と 、 前 項 中 「 前 二 項 」 と あ る の は 「 第 一

項 」 と 、 「 起 算 日 以 後 の 期 間 （ 包 括 免 許 等 の 場 合 に あ つ て は 、 免

許 等 後 毎 年 到 来 す る そ の 包 括 免 許 等 の 日 に 応 当 す る 日 か ら 始 ま る

各 一 年 の 期 間 及 び 当 該 包 括 免 許 等 の 日 の 属 す る 月 の 翌 月 以 後 の 月

か ら 次 の 包 括 免 許 等 の 日 に 応 当 す る 日 の 属 す る 月 の 前 日 ま で の 期

間 。 第 五 十 一 条 の 十 一 の 五 に お い て 同 じ 。 ） 」 と あ る の は 「 満 了

日 （ 法 第 百 三 条 の 二 第 八 項 の 満 了 日 を い う 。 第 五 十 一 条 の 十 一 の

五 に お い て 同 じ 。 ） に 応 当 す る 日 以 後 の 期 間 」 と 、 「 電 波 利 用 料

（ 当 該 無 線 局 が 再 免 許 又 は 再 登 録 を 受 け た 場 合 に お け る 当 該 無 線

局 に 係 る 電 波 利 用 料 を 含 む 。 第 五 十 一 条 の 十 一 の 五 に お い て 同 じ

。 ） 」 と あ る の は 「 電 波 利 用 料 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

  

第 五 十 一 条 の 十 一 の 五 口 座 振 替 に よ る 電 波 利 用 料 の 納 付 を 行 つ た

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 者 が 、 そ の 後 に 納 期 限 が 到 来 す る 電 波 利 用

第 五 十 一 条 の 十 一 の 五 口 座 振 替 に よ る 電 波 利 用 料 の 納 付 を 行 つ た

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 者 が 、 そ の 後 に 到 来 す る 起 算 日 以 後 の 期 間



 

料 に つ い て 口 座 振 替 に よ る 納 付 を 行 わ な い こ と と し よ う と す る と

き は 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 、 総 合 通 信 局

長 に 提 出 す る も の と す る 。 

（ 特 定 免 許 等 不 要 局 を 開 設 し た 者 又 は 表 示 者 に あ つ て は 、 満 了 日

に 応 当 す る 日 以 後 の 期 間 ） に 係 る 電 波 利 用 料 に つ い て 口 座 振 替 に

よ る 納 付 を 行 わ な い こ と と し よ う と す る と き は 、 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 、 総 合 通 信 局 長 に 提 出 す る も の と す

る 。 

（ 表 略 ） （ 同 上 ） 

  

 （ 権 限 の 委 任 ） 

第 五 十 一 条 の 十 五 法 に 規 定 す る 総 務 大 臣 の 権 限 で 次 に 掲 げ る も の

は 、 所 轄 総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 長 を 含 む 。 以 下 同 じ

。 ） に 委 任 す る 。 た だ し 、 第 二 号 の 二 の 三 、 第 三 号 及 び 第 六 号 の

二 に 掲 げ る 権 限 は 、 総 務 大 臣 が 自 ら 行 う こ と が あ る 。 

 （ 権 限 の 委 任 ） 

第 五 十 一 条 の 十 五 （ 同 上 ） 

一 法 第 四 条 、 第 五 条 （ 第 四 項 を 除 く 。 ） 、 第 六 条 第 一 項 、 第 七

条 か ら 第 十 二 条 ま で 、 第 十 四 条 第 一 項 、 第 十 五 条 、 第 十 六 条 の

二 か ら 第 十 九 条 ま で 、 第 二 十 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 七 項

及 び 第 八 項 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 二 条 、 第 二 十 四 条 、 第 二 十 七

条 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 三 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 四 、 第 二 十 七

条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 二 十 七 条 の 六 、 第 二 十 七 条 の 八 、

第 二 十 七 条 の 九 、 第 二 十 七 条 の 十 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 十 八 第

二 項 、 第 二 十 七 条 の 十 九 か ら 第 二 十 七 条 の 二 十 二 ま で 、 第 二 十

七 条 の 二 十 三 第 二 項 及 び 第 四 項 、 第 二 十 七 条 の 二 十 四 第 二 項 、

第 二 十 七 条 の 二 十 五 、 第 二 十 七 条 の 二 十 六 第 一 項 、 第 二 十 七 条

の 二 十 七 、 第 二 十 七 条 の 二 十 八 、 第 二 十 七 条 の 二 十 九 第 二 項 、

第 二 十 七 条 の 三 十 第 二 項 及 び 第 四 項 、 第 二 十 七 条 の 三 十 一 、 第

二 十 七 条 の 三 十 二 、 第 三 十 九 条 第 四 項 （ 法 第 五 十 一 条 （ 法 第 七

十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 七 十 条

一 法 第 四 条 、 第 五 条 （ 第 四 項 を 除 く 。 ） 、 第 六 条 第 一 項 、 第 七

条 か ら 第 十 二 条 ま で 、 第 十 四 条 第 一 項 、 第 十 五 条 、 第 十 六 条 の

二 か ら 第 十 九 条 ま で 、 第 二 十 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 七 項

及 び 第 八 項 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 二 条 、 第 二 十 四 条 、 第 二 十 七

条 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 三 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 四 、 第 二 十 七

条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 二 十 七 条 の 六 、 第 二 十 七 条 の 八 、

第 二 十 七 条 の 九 、 第 二 十 七 条 の 十 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 十 八 第

二 項 、 第 二 十 七 条 の 十 九 か ら 第 二 十 七 条 の 二 十 二 ま で 、 第 二 十

七 条 の 二 十 三 第 二 項 及 び 第 四 項 、 第 二 十 七 条 の 二 十 四 第 二 項 、

第 二 十 七 条 の 二 十 五 、 第 二 十 七 条 の 二 十 六 第 一 項 、 第 二 十 七 条

の 二 十 七 、 第 二 十 七 条 の 二 十 八 、 第 二 十 七 条 の 二 十 九 第 二 項 、

第 二 十 七 条 の 三 十 第 二 項 及 び 第 四 項 、 第 二 十 七 条 の 三 十 一 、 第

二 十 七 条 の 三 十 二 、 第 三 十 九 条 第 四 項 （ 法 第 五 十 一 条 （ 法 第 七

十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 七 十 条



 

の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 条 の 七 第

二 項 （ 法 第 七 十 条 の 八 第 二 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 二 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 五 条 、 第 七 十 六 条 第 一 項 （ 法

第 七 十 条 の 七 第 四 項 、 第 七 十 条 の 八 第 三 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第

三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 項 、 第 三 項 （ 法 第

七 十 条 の 七 第 四 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 及 び 第 六 項 並 び に 第 八 十 条 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大

臣 の 権 限 で あ つ て 、 次 の 無 線 局 （ 法 第 五 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ

る 者 の 開 設 に 係 る も の を 除 く 。 ） に 関 す る も の 

の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 条 の 七 第

二 項 （ 法 第 七 十 条 の 八 第 二 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 二 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 五 条 、 第 七 十 六 条 第 一 項 （ 法

第 七 十 条 の 七 第 四 項 、 第 七 十 条 の 八 第 三 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第

三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 項 （ 法 第 七 十 条 の

七 第 四 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ） 及 び 第 五 項 並 び に 第 八 十 条 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限

で あ つ て 、 次 の 無 線 局 （ 法 第 五 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 者 の 開

設 に 係 る も の を 除 く 。 ） に 関 す る も の 

(１
)

 固 定 局 、 陸 上 局 、 移 動 局 、 無 線 測 位 局 、 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 、

船 舶 地 球 局 、 航 空 機 地 球 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 非 常 局 、 ア マ

チ ユ ア 局 、 簡 易 無 線 局 、 構 内 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 標 準 周 波

数 局 及 び 特 別 業 務 の 局 

(１
)

 （ 同 上 ） 

(２
)

 (１
)

に 掲 げ る 無 線 局 （ ア マ チ ユ ア 局 を 除 く 。 ） の 行 う 無 線 通

信 業 務 に 係 る 実 用 化 試 験 局 

(２
)

 （ 同 上 ） 

二 ～ 二 の 五 （ 略 ） 二 ～ 二 の 五 （ 同 上 ） 

三 法 第 七 十 一 条 の 五 、 第 七 十 二 条 、 第 七 十 三 条 （ 第 六 項 を 除 く

。 ） 、 第 八 十 一 条 （ 法 第 七 十 条 の 七 第 四 項 、 第 七 十 条 の 八 第 三

項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及

び 第 八 十 二 条 （ 法 第 百 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の

規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 
三 法 第 七 十 二 条 、 第 七 十 三 条 （ 第 六 項 を 除 く 。 ） 、 第 八 十 一 条

（ 法 第 七 十 条 の 七 第 四 項 、 第 七 十 条 の 八 第 三 項 及 び 第 七 十 条 の

九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 八 十 二 条 （ 法

第 百 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ く 総 務

大 臣 の 権 限 

四 法 第 百 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 並 び に 同 条 第 五 項 に お い

て 準 用 す る 法 第 十 四 条 第 一 項 、 第 十 七 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十

二 条 、 第 二 十 四 条 、 第 七 十 一 条 の 五 、 第 七 十 二 条 、 第 七 十 三 条

第 四 項 、 第 七 十 六 条 第 一 項 及 び 第 八 十 一 条 の 規 定 に 基 づ く 総 務

大 臣 の 権 限 

四 法 第 百 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 並 び に 同 条 第 五 項 に お い

て 準 用 す る 法 第 十 四 条 第 一 項 、 第 十 七 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十

二 条 、 第 二 十 四 条 、 第 七 十 二 条 、 第 七 十 三 条 第 四 項 、 第 七 十 六

条 第 一 項 及 び 第 八 十 一 条 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 



 

五 ～ 八 （ 略 ） 五 ～ 八 （ 同 上 ） 
２ 前 項 の 所 轄 総 合 通 信 局 長 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 従 い

、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 場 所 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 長 と す

る 。 

２ （ 同 上 ） 
一 ・ 二 （ 略 ） （ 略 ） 

三 宇 宙 局 並 び に 包 括 免 許 に

係 る 特 定 無 線 局 で あ つ て 、

そ の 通 信 の 相 手 方 が 人 工 衛

星 局 で あ る も の 及 び 包 括 免

許 に 係 る 特 定 無 線 局 と 通 信

の 相 手 方 を 同 じ く す る 外 国

の 無 線 局 

申 請 者 又 は 免 許 人 の 住 所 

三 の 二 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 （ 三

の 項 に 掲 げ る 特 定 無 線 局 を

除 く 。 ） 

当 該 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 の 送 信 の

制 御 を 行 う Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 制 御 地 球

局 の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 

三 の 三 包 括 免 許 に 係 る 特 定

無 線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二

第 一 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係

る も の に 限 り 、 三 の 項 に 掲

げ る 特 定 無 線 局 を 除 く 。 ） 

当 該 特 定 無 線 局 の 送 信 の 制 御

を 行 う 主 た る 無 線 局 の 無 線 設

備 の 設 置 場 所 

三 の 四 包 括 免 許 に 係 る 特 定

無 線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二

第 二 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係

る も の に 限 る 。 ） 

当 該 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の

設 置 場 所 と す る こ と が で き る

区 域 

三 の 五 法 第 二 十 七 条 の 二 十

九 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録

申 請 者 又 は 登 録 人 の 住 所 （ 法

第 二 十 七 条 の 二 十 六 第 一 項 、

一 ・ 二 （ 同 上 ） （ 同 上 ） 

三 宇 宙 局 並 び に 包 括 免 許 に

係 る 特 定 無 線 局 で あ つ て 、

そ の 通 信 の 相 手 方 が 人 工 衛

星 局 で あ る も の 及 び 包 括 免

許 に 係 る 特 定 無 線 局 と 通 信

の 相 手 方 を 同 じ く す る 外 国

の 無 線 局 

（ 同 上 ） 

三 の 二 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 （ 三

の 項 に 掲 げ る 特 定 無 線 局 を

除 く 。 ） 

（ 同 上 ） 

三 の 三 包 括 免 許 に 係 る 特 定

無 線 局 （ 三 の 項 に 掲 げ る 特

定 無 線 局 を 除 く 。 ） 

 

 

 

 

 

 

当 該 特 定 無 線 局 の 送 信 の 制 御

を 行 う 主 た る 無 線 局 の 無 線 設

備 の 設 置 場 所 

三 の 四 法 第 二 十 七 条 の 二 十

九 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録

申 請 者 又 は 登 録 人 の 住 所 （ 法

第 二 十 七 条 の 二 十 六 第 一 項 、



 

に 係 る 無 線 局 法 第 二 十 七 条 の 三 十 一 、 法 第

二 十 七 条 の 三 十 二 及 び 法 第 七

十 条 の 七 第 二 項 （ 法 第 七 十 条

の 九 第 二 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 届

出 に あ つ て は 、 そ の 無 線 設 備

の 設 置 場 所 （ 移 動 す る 無 線 局

に あ つ て は 、 常 置 場 所 ） ） 

四 移 動 す る 無 線 局 （ 一 の 項

か ら 三 の 三 の 項 ま で 及 び 三

の 五 の 項 に 掲 げ る 無 線 局 を

除 く 。 ） （ 十 二 の 項 に 掲 げ

る 事 項 を 除 く 。 ） 

そ の 無 線 設 備 の 常 置 場 所 （ 常

置 場 所 を 船 舶 又 は 航 空 機 と す

る 無 線 局 に あ つ て は 、 当 該 船

舶 の 主 た る 停 泊 港 又 は 当 該 航

空 機 の 定 置 場 の 所 在 地 ） 

五 移 動 し な い 無 線 局 （ 三 の

四 の 項 及 び 三 の 五 の 項 に 掲

げ る 無 線 局 を 除 く 。 ） （ 十

二 の 項 に 掲 げ る 事 項 を 除

く 。 ） 

そ の 送 信 所 （ 通 信 所 又 は 演 奏

所 が あ る と き は 、 そ の 通 信 所

又 は 演 奏 所 ） の 所 在 地 

五 の 二 ～ 十 四 （ 略 ） （ 略 ） 
 

に 係 る 無 線 局 法 第 二 十 七 条 の 三 十 一 、 法 第

二 十 七 条 の 三 十 二 及 び 法 第 七

十 条 の 七 第 二 項 （ 法 第 七 十 条

の 九 第 二 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 届

出 に あ つ て は 、 そ の 無 線 設 備

の 設 置 場 所 （ 移 動 す る 無 線 局

に あ つ て は 、 常 置 場 所 ） ） 

四 移 動 す る 無 線 局 （ 一 の 項

か ら 三 の 四 の 項 ま で に 掲 げ

る 無 線 局 を 除 く 。 ） （ 十 二

の 項 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。

） 

（ 同 上 ） 

五 移 動 し な い 無 線 局 （ 三 の

四 の 項 に 掲 げ る 無 線 局 を 除

く 。 ） （ 十 二 の 項 に 掲 げ る

事 項 を 除 く 。 ） 

 

（ 同 上 ） 

五 の 二 ～ 十 四 （ 同 上 ） （ 同 上 ） 
 

３ ・ ４ （ 略 ） ３ ・ ４ （ 同 上 ） 

  

 （ 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る こ と が で き る 提 出 書 類 等 ）  （ 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る こ と が で き る 提 出 書 類 等 ） 

第 五 十 二 条 の 二 （ 略 ） 第 五 十 二 条 の 二 （ 同 上 ） 

一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 同 上 ） 

四 第 四 十 二 条 の 三 の 規 定 に 基 づ き 報 告 す る 書 類 四 第 四 十 二 条 の 二 の 規 定 に 基 づ き 報 告 す る 書 類 



 

五 ～ 十 八 （ 略 ） 五 ～ 十 八 （ 同 上 ） 

  

別表第一号の三 許可を要しない工事設計の軽微な事項（第10条関

係） 

別表第一号の三 許可を要しない工事設計の軽微な事項（第10条関

係） 

第１ 設備又は装置の工事設計の全部について変更する場合（設備

又は装置の全部について変更の工事をする場合を含む。） 

第１ 設備又は装置の工事設計の全部について変更する場合（設備

又は装置の全部について変更の工事をする場合を含む。） 

工事設計のうち軽微なものと

するもの 

適用の条件 

１ 簡易無線局の無線設備（

法第38条の２の２第１項に

規定する特定無線設備のも

のを除く。）の工事設計の

うち次に掲げるもの 

⑴～⑷ （略） 

 

 

 

 

 

（略） 

２～21 （略） （略） 
 

工事設計のうち軽微なものと

するもの 

適用の条件 

１ 簡易無線局の無線設備（

法第38条の２第１項に規定

する特定無線設備のものを

除く。）の工事設計のうち

次に掲げるもの 

⑴～⑷ （同左） 

 

 

 

 

 

（同左） 

２～21 （同左） （同左） 
 

注 （略） 注 （同左） 

第２ 設備又は装置の工事設計の一部分について変更する場合（設

備又は装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。） 

第２ 設備又は装置の工事設計の一部分について変更する場合（設

備又は装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。） 

（略） （同左） 

  

別表第二号の六 無線設備の技術基準の策定等の申出の様式（第32

条の９の２及び第45条の２の２関係） 

 

無線設備技術基準策定等申出書 

  年  月  日 

総 務 大 臣 殿 

 



 

申 出 人 

住   所 

氏   名     ㊞ 

代表者氏名 

 

 電波法 

 

の規定に基づき、下記のとおり申し出ます。 

 

記 

 

１ 技術基準の策定又は変更の申出の別 

２ 策定すべき技術基準の概要又は行うべき技術基準の変更の

概要 

(1) 申出に係る無線局の種別 

(2) 申出に係る無線局の目的 

(3) 申出に係る無線局の周波数の範囲 

(4) その他策定すべき技術基準の概要又は行うべき技術基

準の変更の概要 

３ 申出に係る技術基準を策定し、又は変更すべき理由 

４ 申出に係る技術基準の原案に適合する無線設備が他の無線

局に混信その他の妨害を与えないことについての試験の結果

その他の原案の妥当性の評価に資する事項 

５ 申出人が従事している事業の種類及びその内容（申出人が

法人又は団体であるときは、その法人又は団体の目的及び

事業の内容） 

第38条の２第１項 

第100条第５項において準用する同法第38条の２第１項 

長 
 
 

辺 



 

申出に関する連絡責任者 

住所 

所属 

氏名 

電話番号 

電子メールアドレス 

短 辺   （日本工業規格Ａ列４番） 

注１ 申出人の欄の記載は、次によること。 

(1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる

事務所の所在地を記載すること。 

(2) 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又

は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及

び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入した

ときは、押印を省略できる。ただし、申出人が国の機関、地

方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の法

律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、

代表者の氏名の記載を要しない。 

(3) 申出人が外国人である場合は、住所については、国籍及び

日本における居住地を記載すること。 

２ ２(1)の欄は、第４条に掲げる無線局の種別を記載すること

。ただし、第45条の２の２に規定する申出の場合は、電力線搬

送通信設備、誘導式通信設備、医療用設備、工業用加熱設備又

は各種設備の別を記載すること。 

３ ２(2)の欄は、無線局の目的を記載すること。ただし、第45

条の２の２に規定する申出の場合は、高周波利用設備の目的を

記載すること。 

 



 

４ ２(3)の欄は、例えば「何ＭＨｚから何ＭＨｚまで」のよう

に記載すること。ただし、第45条の２の２に規定する申出の場

合は、高周波利用設備の周波数の範囲を記載すること。 

５ 申出に関する連絡責任者の欄は、個人の場合には、住所、所

属及び氏名の記載を要しない。 

６ 当該欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別

紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

  

 別表第四号（第39条関係） 

（表略） 

  

別表第四号（第39条関係） 別表第四号の二（第39条関係） 

第１ 法第10条第１項、法第18条第１項又は法第73条第１項本文、

同項ただし書、第４項若しくは第５項の規定による検査（法第

10条第２項、法第18条第２項又は法第73条第３項の規定により

その一部が省略されたものを除く。）の結果通知書の様式 

第１ 法第 73条第１項ただし書及び同条第５項の検査並びに無線

検査簿の備付けを省略した無線局に対する法第 10条第１項、

第 18条第１項並びに第 73条第１項本文及び同条第４項の検査

の結果通知書の様式 

 

（略） 

無線局検査結果通知書 

（略） 

（略） 

指 示 事 項  

 

 

（略） 

無線局検査結果通知書 

（略） 

（略） 

指 示 事 項  

指示事項に対する  



 

 

注 指示事項欄に記載がある場合は、電波法施行規則第39

条第２項の規定により、当該指示に対応してとった措置

の内容を速やかに報告してください。 

 注 （略） 

措置の内容 

注 無線検査簿の備付けを要する無線局にあっては、無線

検査簿に貼付してください。 

 

 注 （略） 

  

第２ 法第10条第２項、法第18条第２項又は法第73条第３項の規定

により検査の一部を省略した場合の検査結果通知書の様式 

第２ 法第 10 条第２項、第 18 条第２項又は第 73 条第３項により

検査の一部を省略した場合の検査結果通知書の様式 

 

（略） 

無線局検査結果通知書 

（略） 

（略） 

指 示 事 項  

注 指示事項欄に記載がある場合は、電波法施行規則第39

条第２項の規定により、当該指示に対応してとった措置

の内容を速やかに報告してください。 

 注 （略） 

 

（略） 

無線局検査結果通知書 

（略） 

（略） 

指 示 事 項  

指示事項に対する

措置の内容 

 

 

 

 

 注 （略） 

  

別表第十三号の二（第51条の11の２の５第１項及び第２項関係）（

総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによ

別表第十三号の二（第51条の11の２の５第２項関係）（総務大臣が

この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることがで



 

ることができる。） 

（略） 

きる。） 

（同左） 

  

別表第十四号（第51条の11の２の５第２項関係）（総務大臣がこの

様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる

。） 

（略） 

別表第十四号（第51条の11の２の５第３項関係）（総務大臣がこの

様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる

。） 

（同左） 

  

別表第十四号の二（第51条の11の２の５第３項関係）（総務大臣が

この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることがで

きる。） 

（略） 

別表第十四号の二（第51条の11の２の５第５項関係）（総務大臣が

この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることがで

きる。） 

（同左） 

  

 


